
　

当
神
社
の
三
柱
の
大
神
様
を
祀
る
本
殿
が
現
在
地
に

創
建
さ
れ
た
元
和
八
年
（
一
六
二
二
年
）
か
ら
数
え
て
、

今
年
は
丁
度
四
百
年
目
の
年
を
迎
え
ま
す
。

　

こ
の
佳
節
を
祝
し
て
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
修
復
・

造
替
事
業
も
本
殿
上
に
千
木
・
鰹
木
が
据
え
ら
れ
、
い

よ
い
よ
完
成
に
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
度
の
造
営
に
つ
い
て
、
本
殿
（
ご
神
座
の
社
）

は
、
こ
れ
ま
で
の
時
々
の
修
復
と
同
様
に
損
傷
箇
所
の

み
の
修
復
と
し
ま
し
た
。
一
方
、
幣
殿
（
祝
詞
座
の
社
）

及
び
拝
殿
（
参
拝
者
着
座
の
社
）
は
、
明
治
十
三
年

（
一
八
八
〇
年
）
の
建
築
で
約
百
五
十
年
が
経
ち
損
傷

が
著
し
く
、
ま
た
高
床
で
あ
り
昇
降
の
不
便
解
消
の
た

め
土
間
と
し
て
全
面
造
替
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
幣
殿
の
天
井
は
、
本
殿
正
面
の
荘
厳
な
意
匠

を
拝
観
す
る
た
め
「
破
風
天
井
」
と
い
う
特
徴
あ
る
工

夫
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
ま
ま
古
材
を
用
い
、

ま
た
随
所
に
先
人
達
が
用
い
た
工
法
や
飾
り
物
を
用
い

る
と
と
も
に
、
基
壇
上
の
昭
和
十
五
年
の
皇
紀
二
千
六

百
年
を
記
念
し
て
設
置
さ
れ
た
石
玉
垣
も
、
次
代
に
伝

え
る
べ
く
先
人
の
「
こ
こ
ろ
」
を
踏
襲
し
ま
し
た
。

　

私
達
の
先
人
達
は
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
義
務
と
し

て
、
ま
た
感
謝
と
誇
り
を
感
じ
て
修
復
を
繰
り
返
し
実

施
し
て
、
今
日
に
伝
え
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
私
達
も
感

謝
を
込
め
て
次
代
へ
引
き
継
ぎ
た
い
と
願
う
も
の
で
す
。
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〜
御
本
殿
創
建
四
百
年
記
念
事
業

「
令
和
の
大
造
営
」
の
完
遂
に
あ
た
っ
て
〜

当
神
社
の
成
り
立
ち

　

当
神
社
の
創
祀
は
、「
大
同
二
年
（
八

〇
七
年
）
坂
上
田
村
麻
呂
が
荊
切
の
里

を
つ
く
り
し
と
き
天
石
門
別
神
社
が
鎮

　

時
が
経
ち
、
鎮
座
か
ら
約
四
百
年
後

の
鎌
倉
時
代
に
作
成
さ
れ
た
、
茨
木
村

付
近
の
土
地
売
買
に
関
す
る
文
書
を
見

る
と
、
こ
の
頃
に
は
周
囲
の
開
発
と
荘

園
化
が
進
み
、
人
口
も
大
幅
に
増
加
し

た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
鎌
倉
時

代
の
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
年
）に
奈
良

西
大
寺
の
僧
叡
尊
が
、
自
身
の
日
記
に

座
さ
れ
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

荊
切
の
里
は
、
現
在
の
宮
元
町
付
近
と

想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
安
時
代
中
頃
の
延
長
五
年

（
九
二
七
年
）
に
編
纂
さ
れ
た
「
延
喜
式
」

巻
第
九
」
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、

当
時
、
官
幣
社
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
い

た
神
社
で
あ
り
ま
し
た
。

「
三
日
間
茨
木
村
に
滞
在
し
、
近
在
の

四
九
〇
人
に
菩
薩
戒
を
授
け
る
」
と
記

し
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
人
口
の
増
加

及
び
村
の
拡
が
り
、
そ
し
て
茨
木
村
が

農
村
的
集
落
か
ら
多
く
の
人
々
の
生
活

を
支
え
る
商
業
の
混
成
し
た
町
へ
と
拡

大
発
展
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

茨
木
神
社
の
歴
史

【図】茨木城下町復元図
　　　（中西裕樹『大阪府中世城館事典』119頁を一部加工）
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御
祭
神
の
勧
請

　

現
在
、
当
神
社
本
殿
に
は
「
素
盞
嗚

尊
・
春
日
大
神
・
八
幡
大
神
」
の
三
神
を

お
祀
り
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
三
神

は
い
つ
頃
、
何
処
に
、
ど
ん
な
願
い
で

お
祀
り
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
今
日
の
宮
元
町
付
近
に
人
々
が

住
み
、
そ
の
地
に
「
天
石
門
別
神
社
」
が

奉
斎
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
時
を
経
て

開
発
・
開
墾
が
進
む
中
で
、中
世
の
地
割

か
ら
、
今
日
の
大
手
町
付
近
に
も
茨
木

村
の
分
村
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
（
【
図
】
茨
木
城
下
町
復
元
図
の

「
立
町
」
が
そ
れ
に
該
当
す
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
）
そ
し
て
、
農
村
的
集
落
で

あ
る
こ
の
分
村
に
、「
素
盞
嗚
尊
・
春
日

大
神
・
八
幡
大
神
」
の
三
神
が
順
次
お
祀

り
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
素
盞
嗚
尊
の
奉
斎

　

素
盞
嗚
尊
を
奉
斎
す
る
に
至
る
経
過

に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
後
期
に
度
々

疫
病
が
流
行
し
た
こ
と
と
大
き
く
関
係

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
疫
病
は
家
族
だ
け
で
な
く
村
社

会
を
も
破
壊
さ
せ
る
と
い
う
脅
威
が
あ

り
ま
し
た
。
朝
廷
で
は
正
暦
五
年（
九
九

四
年
）
畿
内
の
主
な
神
社
に
て
、
直
々
に

疫
病
退
散
の
祈
願
を
さ
せ
て
お
り
、
茨

木
で
も
新
屋
神
社
に
お
い
て
天
皇
の
使

者
に
よ
っ
て
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
状
況
下
で
、
当
村
で
も
疫
病
か

ら
自
身
や
村
を
守
る
べ
く
「
素
盞
嗚
尊
」

を
奉
斎
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

・
春
日
大
神
の
奉
斎

　

次
に
春
日
大
神
の
奉
斎
に
つ
い
て
で

す
が
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代

に
か
け
て
茨
木
村
周
辺
で
は
有
力
貴
族
、

特
に
藤
原
氏
に
よ
る
荘
園
化
が
進
ん
で

い
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
藤
原
氏
の
氏

神
で
あ
る
「
春
日
大
神
」
を
奉
斎
し
、
精

神
的
に
結
び
付
き
を
強
め
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
藤
原
氏
の
荘
園
が
多
く
存
在

し
た
平
地
部
に
春
日
神
社
が
多
く
見
ら

れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
す
。

・
八
幡
大
神
の
奉
斎

 

「
八
幡
大
神
」
は
、
平
安
時
代
末
頃
、

源
義
家
が
石
清
水
八
幡
宮
で
元
服
し
た

こ
と
か
ら
武
士
達
に
信
仰
さ
れ
た
神
で

す
。
室
町
時
代
中
期
頃
、
茨
木
村
で
も

「
茨
木
氏
」
と
名
乗
る
地
侍
が
歴
史
に

現
れ
、
近
隣
の
地
侍
の
中
心
的
な
存
在

と
な
っ
て
活
躍
し
ま
し
た
。
全
国
各
地

で
割
拠
す
る
国
人
・
地
侍
が
八
幡
大
神

を
招
い
て
八
幡
社
を
建
立
し
た
と
同
様

に
、
茨
木
氏
が
八
幡
大
神
を
奉
斎
し
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
在
地
へ
の
奉
遷

　

城
下
町
の
形
成
過
程
で
、
ま
ず
宮
元

町
に
鎮
座
す
る
天
石
門
別
神
社
が
現
在

地
へ
遷
座
さ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
大
手

町
付
近
に
祀
ら
れ
て
い
た
三
神
が
現
在

地
へ
遷
座
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
神
社
に
伝
わ
る
文
禄
二
年
（
一
五

九
三
年
）
の
棟
札
に
「
奉
葺
替
茨
木
氏
神

三
社
相
殿
春
日
大
神
素
盞
嗚
尊
」
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
棟
札
に
お
い
て
三
社
相
殿
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
春
日
大
神
」
と

「
素
盞
嗚
尊
」
の
二
神
し
か
記
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
記
さ
れ
て
い
な
い

も
う
一
神
は
「
天
石
門
別
大
神
」と
推
定

さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
棟
札
か
ら
分

か
る
こ
と
は
、
ま
ず
初
め
に
「
天
石
門
別

大
神
」
が
宮
元
町
か
ら
現
在
地
に
奉
遷

さ
れ
、
そ
の
後
に
「
春
日
大
神
」
と
「
素

盞
嗚
尊
」
の
二
神
を
天
石
門
別
神
社
の

社
殿
に
合
祀
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

ま
た
本
棟
札
に
は
「
別
殿
八
幡
大
神

宮
」と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
禄

二
年
時
点
で
は
「
素
盞
嗚
尊
・
春
日
大
神
」

の
二
神
と
は
別
の
社
殿
に
八
幡
大
神
が

祀
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
棟
札
が
制
作
さ
れ
た
年
か
ら
二

十
九
年
後
の
元
和
八
年
（
一
六
二
二
年
）
、

天
石
門
別
神
社
を
奥
宮
と
し
、
新
た
に

「
素
盞
嗚
尊
・
春
日
大
神
・
八
幡
大
神
」

の
三
神
を
祀
る
社
殿
を
建
設
し
て
本
殿

と
し
た
の
で
す
。
今
年
は
ま
さ
に
そ
れ

か
ら
四
百
年
目
の
佳
節
を
迎
え
る
の
で

す
。

四
百
年
間
の
「
本
殿
」
造
営
史

　

元
和
八
年
（
一
六
二
二
年
）よ
り
現
在

に
至
る
四
百
年
間
、
当
神
社
本
殿
に
関

す
る
棟
札
が
多
く
現
存
し
て
い
る
こ
と

並
び
に
福
井
大
工
組
の
記
録
で
あ
る
上

田
重
一
家
文
書
か
ら
、
屋
根
の
葺
き
替

え
や
修
理
な
ど
の
造
営
の
様
子
を
詳
し

く
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
れ

ら
棟
札
や
古
文
書
か
ら
四
百
年
間
の

「
本
殿
」
造
営
史
を
ま
と
め
た
の
が
【
表
】

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
表
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
約

三
十
五
年
に
一
度
、
屋
根
の
葺
き
替
え

を
実
施
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

文禄２年棟札
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【
表
】
御
本
殿
造
営
年
表
（
及
び
関
係
す
る
棟
札
）

・
元
和
の
大
造
営
【
元
和
八
年
（
一
六
二
二
年
）
】

　
　
　
　

天
石
門
別
神
社
に
素
盞
嗚
尊
及
び
春
日
大
神
が
合
祀
さ
れ
て
い
た
が
、

　
　
　
　

こ
の
年
に
本
殿
が
新
た
に
造
営
さ
れ
る
。
（
屋
根
は
お
そ
ら
く
柿
葺
。
）

　
　
　
　

こ
れ
に
よ
り
中
央
に
素
盞
嗚
尊
、
向
か
っ
て
右
に
春
日
大
神
、
向
か
っ

　
　
　
　

て
左
に
八
幡
大
神
を
奉
斎
す
る
現
在
の
本
殿
形
式
が
確
立
す
る
。

　
　
　
　

天
石
門
別
大
神
は
、
二
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
北
に
遷
座
申
し
上
げ
、

　
　
　
　

奥
宮
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

・
宝
永
の
葺
替　

【
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
年
）
】　

　
　
　
　
　

本
殿
の
屋
根
葺
き
替
え

・
元
文
・
寛
保
の
葺
替
【
元
文
五
年
～
寛
保
元
年
（
一
七
四
〇
～
一
年
）
】　

　
　
　
　
　

本
殿
の
屋
根
葺
き
替
え
（
柿
葺
か
ら
檜
皮
葺
へ
。

　
　
　
　
　

こ
れ
以
降
昭
和
四
年
ま
で
、
全
て
檜
皮
葺
。
）

・
安
永
の
大
造
営
【
安
永
四
年
～
五
年
（
一
七
七
五
～
六
年
）
】　

　
　
　
　

本
殿
が
「
建
修
復
」
さ
れ
た
。
瓦
葺
き
の
祝
詞
門
が
正
面
に
新
建
さ
れ
た
。

　
　
　
　

土
蔵
や
社
人
詰
所
が
新
建
さ
れ
る
な
ど
、
本
殿
周
辺
の
様
子
が
大
き
く

 
 

　
　
　

変
わ
っ
た
。
ま
た
本
殿
の
屋
根
が
葺
き
替
え
ら
れ
た
。

・
寛
政
の
葺
替
【
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
年
）
】

　
　
　
　
　

本
殿
の
屋
根
葺
き
替
え

元和８年棟札

安永５年棟札寛政４年棟札寛政年間の当社の様子

寛保元年棟札
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・
天
保
の
葺
替
【
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
年
）
】　

　
　
　
　
　

本
殿
の
屋
根
葺
き
替
え

　
　
　
　
　
　
　

・
明
治
の
葺
替
①
【
明
治
二
年
（
一
八
六
九
年
）
】

　
　
　
　
　

本
殿
の
屋
根
葺
き
替
え

　
　
　
　
　
　

・
明
治
の
造
営
（
幣
殿
・
拝
殿
）
【
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
年
）
】

　
　
　
　
　

幣
殿
・
拝
殿
を
新
建
（
檜
皮
葺
。
以
後
昭
和
四
年
ま
で

　
　
　
　
　

全
て
檜
皮
葺
。
）

明治２年棟札 天保10年棟札明治13年棟札

・
明
治
の
葺
替
②
【
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
年
）
】　

　
　
　
　
　

本
殿
の
屋
根
葺
き
替
え

・
明
治
の
葺
替
（
幣
殿
・
拝
殿
）
【
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
年
）
】

　
　
　
　
　

幣
殿
・
拝
殿
の
屋
根
葺
き
替
え

・
昭
和
の
葺
替
【
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）
】

　
　
　
　
　

本
殿
・
幣
殿
・
拝
殿
全
て
の
屋
根
を
銅
板
葺
に
葺
き
替
え

　
　
　
　
　
　
　

・
平
成
の
改
修
【
平
成
五
年
（
一
九
九
三
年
）
】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
殿
内
陣
の
改
修
新
装
工
事

昭和４年棟札昭和４年頃の当社の様子



６（第６２号）令和４年７月１日 う　ぶ　す　な

・
工
事
の
進
捗
状
況

　

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日
に
上
棟
祭

を
斎
行
し
た
後
、
屋
根
の
野
地
板
張
り

が
翌
年
二
月
に
か
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
三
月
か
ら
拝
殿
よ
り
銅
板
葺

の
工
事
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
そ

れ
に
並
行
し
て
唐
天
井
廻
り
の
縁
加
工

や
壁
の
下
地
な
ど
が
造
ら
れ
て
き
ま
し

た
。

・
千
木
並
び
に
鰹
木
の
据
え
付
け

　

幣
殿
・
拝
殿
の
造
作
と
並
行
し
て
、
本

殿
の
復
元
・
整
備
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

先
人
達
の
氏
神
さ
ま
へ
の
篤
い
崇
敬
の

念
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
、
使
用
可

関
係
境
内
工
事

・
参
集
殿
前
雨
水
・
電
気
配
管

　
　
　
　
　
　
　
埋
設
工
事
完
了

　

二
月
二
十
一
日
よ
り
約
一
ヶ
月
に
わ

た
り
、
参
集
殿
受
付
前
に
お
い
て
、
雨

水
・
電
気
配
管
の
埋
設
工
事
を
実
施
い

た
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
雨
水
配
管
の
経

年
劣
化
に
よ
り
、
以
前
よ
り
雨
天
時
に

参
集
殿
前
受
付
周
辺
に
雨
水
が
溜
ま
り
、

参
拝
者
の
皆
様
に
ご
不
便
を
お
か
け
し

て
お
り
ま
し
た
。
今
回
配
管
を
新
た
に

埋
設
し
て
雨
水
の
排
水
を
円
滑
に
す
る

と
と
も
に
、
本
殿
造
営
事
業
に
関
す
る

電
気
配
管
を
埋
設
す
る
必
要
が
出
て
き

た
た
め
、
併
せ
て
当
工
事
を
実
施
い
た

し
ま
し
た
。

　

工
事
期
間
中
は
、
西
側
窓
口
を
閉
鎖

し
、
北
側
に
臨
時
窓
口
を
設
置
し
て
対

応
い
た
し
ま
し
た
。
参
拝
者
の
皆
様
に

は
ご
不
便
を
お
か
け
し
て
申
し
訳
ご
ざ

能
な
旧
本
殿
の
御
用
材
は
補
強
加
工
し

て
再
び
用
い
て
お
り
ま
す
。

　

四
月
中
旬
よ
り
、
御
本
殿
の
屋
根
に

千
木
並
び
に
鰹
木
の
据
え
付
け
工
事
が

始
ま
り
ま
し
た
。
今
回
の
御
本
殿
に
据

え
付
け
ら
れ
る
千
木
は
ヒ
バ
の
木
が
、

鰹
木
は
杉
の
木
が
用
い
ら
れ
て
お
り
ま

す
。

・
素
屋
根
の
解
体

　

五
月
中
旬
よ
り
、
造
営
工
事
の
た
め

に
組
ん
で
お
り
ま
し
た
素
屋
根
が
解
体

さ
れ
、
日
光
に
照
ら
さ
れ
美
し
く
輝
く

銅
板
葺
の
屋
根
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と

が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
後
、
壁
や
天
井
な
ど
の
内
装
や
、

拝
殿
前
の
石
大
工
が
行
わ
れ
、
八
月
末

の
竣
功
へ
と
向
か
い
ま
す
。

い
ま
せ
ん
で
し
た
。

・
境
内
照
明
灯
の
設
置

　

昭
和
四
十
年
代
に
設
置
さ
れ
た
境
内

照
明
と
し
て
の
水
銀
灯
も
経
年
劣
化
が

甚
だ
し
く
、
ま
た
水
銀
灯
の
製
造
が
中

止
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
新
本
殿
周
囲

に
新
た
に
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
を
設
置
す
る
の

に
併
せ
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
よ
る
境
内
照
明
灯

に
改
め
ま
し
た
。
ま
た
そ
れ
に
伴
い
、

境
内
照
明
灯
へ
電
気
を
供
給
し
て
い
た

電
線
等
も
埋
設
化
し
、
景
観
の
整
備
を

行
い
ま
し
た
。

ご
奉
賛
へ
の
御
礼

　

令
和
元
年
十
月
よ
り
、
氏
子
・
崇
敬
者

の
皆
様
に
御
本
殿
創
建
四
百
年
記
念
事

業
「
令
和
の
大
造
営
」
へ
の
ご
奉
賛
を

お
願
い
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
数
多
く

の
方
々
か
ら
御
篤
志
を
賜
り
ま
し
た
。

こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

幣殿・拝殿屋根銅板葺工事

本殿屋根への千木・鰹木据付工事

素屋根解体後の様子

埋設工事完了後の参集殿周辺

御
本
殿
創
建
四
百
年
記
念

「
令
和
の
大
造
営
」
に
つ
い
て



７ （第６２号） う　ぶ　す　な 令和４年７月１日

◇
お
白
石
持
行
事

　

伊
勢
の
神
宮
を
は
じ
め
、
多
く
の
神

社
で
は
御
本
殿
周
り
に
白
石
が
敷
か
れ
、

御
敷
地
の
清
浄
感
を
保
っ
て
お
り
ま
す
。

お
白
石
は
昔
神
々
の
降
臨
を
仰
い
だ
古

代
の
磐
座
の
名
残
を
今
に
伝
え
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

当
神
社
に
お
き
ま
し
て
も
、
新
し
く

修
復
さ
れ
た
御
本
殿
の
床
下
に
「
白
石
」

を
敷
く
お
白
石
持
行
事
を
下
記
の
通
り

実
施
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
は
「
現
在
地
へ
の
変
遷
」

で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
天
石
門
別
神
社
」

が
奥
宮
と
し
て
現
在
地
に
遷
座
さ
れ
て

か
ら
も
四
百
年
目
と
な
る
こ
と
か
ら
、

同
時
に
天
石
門
別
神
社
の
御
敷
地
で
も

「
お
白
石
持
」
を
行
い
ま
す
。

　

清
ら
か
な
水
に
よ
っ
て
長
い
年
月
を

か
け
丸
く
浄
め
ら
れ
た
白
石
を
、
大
神

様
の
お
鎮
ま
り
に
な
る
社
殿
の
周
囲
に

敷
き
詰
め
る
こ
の
お
白
石
持
行
事
は
、

美
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
御
社
殿
を
正

遷
宮
前
に
間
近
で
ご
覧
い
た
だ
け
る
貴

重
な
機
会
と
な
り
ま
す
。
皆
様
お
誘
い

合
わ
せ
の
上
、
ど
う
ぞ
ご
参
加
下
さ
い
。

【
日　

時
】

　
　

令
和
四
年
八
月
二
十
七
日
（
土
）

　
　
　
　

及
び
八
月
二
十
八
日
（
日
）

　
　

各
日:

午
前
十
時
～
午
後
四
時

【
受
付
場
所
】
仮
殿
東
側
授
与
所

【
参 

加 

費
】
無　

料

◇
正
遷
宮

　

令
和
二
年
十
一
月
に
地
鎮
祭
を
斎
行

し
て
以
来
、
一
年
十
ヶ
月
か
け
て
造
営

し
て
ま
い
り
ま
し
た
新
社
殿
が
今
年
八

月
末
に
竣
功
い
た
し
ま
す
。
そ
の
後
、
随

神
像
や
威
儀
物
を
据
え
付
け
、
清
祓
を

行
い
、
そ
し
て
い
よ
い
よ
大
神
様
を
仮

本
殿
よ
り
新
本
殿
へ
浄
夜
の
中
お
遷
し

申
し
上
げ
る
正
遷
宮
を
、
左
記
の
通
り

斎
行
い
た
し
ま
す
。

　

当
日
は
、
仮
本
殿
か
ら
新
本
殿
周
辺

は
規
制
さ
せ
て
い
た
だ
き
立
ち
入
る
こ

と
が
出
来
ま
せ
ん
。
ま
た
境
内
ヘ
の
車

の
進
入
は
出
来
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
規
制

の
外
か
ら
遷
御
の
列
を
ご
覧
い
た
だ
く

こ
と
が
出
来
ま
す
。

【
日　

時
】

　

 

正 

遷 

宮

　

 
 

令
和
四
年
九
月
十
九
日
（
月
・
祝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

午
後
七
時

◇
奉
祝
祭
・
奉
告
祭

　

平
成
二
十
九
年
三
月
に
第
一
回
記
念

事
業
委
員
会
が
発
足
し
て
よ
り
、
御
本

殿
創
建
四
百
年
記
念
と
し
て
遂
行
し
て

き
ま
し
た
「
令
和
の
大
造
営
」
の
完
遂
を

大
神
様
に
奉
告
し
、
お
祝
い
申
し
上
げ

る
「
奉
祝
祭
」
を
、
当
神
社
の
例
大
祭
に

合
わ
せ
て
左
記
の
通
り
斎
行
い
た
し
ま

す
。

　

ま
た
そ
の
日
の
午
後
に
は
、
今
回
の

事
業
に
対
し
て
多
く
の
方
々
に
ご
奉
賛

の
誠
を
捧
げ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
大

神
様
に
ご
奉
告
す
る
「
奉
告
祭
」
を
斎
行

い
た
し
ま
す
。

【
日　

時
】

　

 

奉 

祝 

祭

　
　

令
和
四
年
十
月
十
日
（
月
・
祝
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

午
前
十
時

　

 

奉 

告 

祭

　
　

令
和
四
年
十
月
十
日
（
月
・
祝
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

午
後
二
時

　氏子・崇敬者の手によって、浄められた白石を、大神様がお鎮まりになる社殿の周囲に敷き詰めていただく

行事です。新しく生まれ変わった御社殿を正遷宮前に間近でご覧いただける貴重な機会です。どなた様でも

ご参加いただけます。お誘い合わせの上、どうぞご参加下さい。（事前申込不要）　　　

 【日　　時】 令和４年８月２７日（土）及び８月２８日（日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　両日とも午前１０時より午後４時まで

 【受付場所】 仮殿東側授与所

 【参 加 費】 無　料

お白石持行事
しらいしもち

「令
和
の
大
造
営
」に
関
わ
る

　
　
　
　
　
　
　
　

 

今
後
の
予
定



８（第６２号）令和４年７月１日 う　ぶ　す　な

・
十
日
戎

　

今
年
の
十
日
戎
は
、
通
常
の
三
日
間

に
戻
し
て
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。
例
年

の
よ
う
に
多
く
の
方
々
が
福
笹
を
受
け

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、

餅
撒
き
行
事
は
中
止
い
た
し
ま
し
た
。

・
人
形
奉
焼
祭

　

四
月
八
日
、
恒
例
の
人
形
奉
焼
祭
が

斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
氏
子
崇
敬
者
よ
り

持
ち
寄
せ
ら
れ
た
多
く
の
人
形
を
祈
祷

の
上
、
奉
焼
い
た
し
ま
し
た
。

●
春
の
花
手
水

　

氏
子
の
ご
奉
仕
に
よ
り
ま
し
て
、
三

月
末
か
ら
四
月
上
旬
に
か
け
て
花
手
水

を
ご
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
年
度

を
迎
え
た
参
拝
者
の
皆
さ
ま
に
爽
や
か

な
春
の
訪
れ
を
感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。

令和４年元旦の仮殿前の様子

春の花手水

●
今
後
の
神
事
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
、
残
念
な
が
ら
以
下
の
よ

う
に
祭
事
を
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

◇
大
祓
・
輪
く
ぐ
り
神
事

　

例
年
六
月
三
十
日
午
後
二
時
か
ら
斎

行
し
て
お
り
ま
す
「
大
祓
・
輪
く
ぐ
り
神

事
」
並
び
に
「
人
形
祓
神
事
」
は
、
六
月

三
十
日
早
朝
に
神
職
及
び
総
代
の
み
で

斎
行
し
、「
茅
の
輪
」
は
そ
の
後
、
翌
七

月
一
日
正
午
ま
で
仮
殿
前
に
設
置
い
た

し
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
自
由
に
ご
参
拝
下

さ
い
。

◇
夏
祭

　

当
神
社
に
お
い
て
例
年
七
月
十
三
・

十
四
日
に
斎
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
夏
祭

は
「
島
下
郡
の
祇
園
祭
」
と
も
称
さ
れ
、

江
戸
時
代
よ
り
続
く
伝
統
神
事
で
す
。

し
か
し
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
の
た
め
、
今
年
も
昨
年
・
一
昨

年
に
引
き
続
き
、
例
年
の
神
輿
・
太
鼓

の
氏
子
地
域
へ
の
巡
幸
・
巡
行
は
中
止

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

本
殿
祭
並
び
に
御
旅
所
祭
に
つ
き
ま

し
て
は
、
石
門
会
の
ご
協
力
に
よ
り
斎

行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●

令
和
四
年
正
月
の
様
子

・
初
詣

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
第

五
波
が
収
束
し
、
第
六
波
が
始
ま
る
合

間
で
あ
っ
た
初
詣
期
間
に
は
、
全
国
の

神
社
同
様
当
神
社
に
も
多
く
の
参
拝
の

方
々
が
お
越
し
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
神
社
で
は
昨
年
同
様
に
本
殿
前
に

混
雑
を
緩
和
す
る
た
め
参
拝
者
の
列
を

蛇
行
さ
せ
る
対
策
を
実
施
し
ま
し
た
。

ま
た
各
授
与
所
に
飛
沫
防
止
シ
ー
ト
を

設
置
し
、
各
所
に
消
毒
液
の
設
置
や
マ

ス
ク
未
着
用
者
に
は
無
料
配
布
な
ど
を

行
い
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

　
　
　
　
　

当
社
の
対
応

◆

夏
祭（
本
殿
祭
及
び
御
旅
所
祭

　
　

  

の
み
斎
行
）

　
　 

七
月
十
四
日

◆

お
白
石
持
行
事

　
　 

八
月
二
十
七
日
・
二
十
八
日

　
　 

各
日
：
午
前
十
時
〜
午
後
四
時

◆

末
社
琴
平
神
社
例
祭

　
　 

九
月
十
日

◆

天
石
門
別
神
社

　
　
　
　
　

御
遷
座
四
百
年
祭

　
　 

九
月
十
一
日

◆

本
殿
正
遷
宮

　
　 

九
月
十
九
日
　
午
後
七
時
斎
行

◆

例
大
祭
・
遷
宮
奉
祝
祭

　
　 

十
月
十
日
　
　
午
前
十
時
斎
行

◆

遷
宮
奉
告
祭

　
　 

十
月
十
日
　
　
午
後
二
時
斎
行

◆

七
五
三
詣

　
　 

十
一
月
中
随
時

　
　 

祈
祷
者
に
お
守
り

　
　 

お
み
や
げ
授
与

◆

末
社
恵
美
須
神
社
例
祭

　
　 

十
一
月
二
十
日

◆

天
石
門
別
神
社
記
念
祭

　
　 

十
一
月
二
十
二
日

◆

大
祓
・
除
夜
祭

　
　 

十
二
月
三
十
一
日

こ
れ
か
ら
の
行
事
予
定


